
広報いの　3月号 ● 3

　
年
４
回
の
定
時
登
録
の
う
ち
、

３
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
調
整

す
る
選
挙
人
名
簿
と
在
外
選
挙
人

名
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。 

　
選
挙
人
名
簿
は
住
民
基
本
台
帳

を
も
と
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
は

本
人
か
ら
の
申
請
に
よ
り
調
製
さ

れ
、
一
度
登
録
さ
れ
る
と
、
死
亡
・

転
出
・
帰
国
等
法
定
の
手
続
き
に

よ
り
抹
消
さ
れ
る
ま
で
永
久
的
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

期
　
間
　
３
月
３
日（
木
） 

　
　
　
　
　
　
〜
３
月
７
日（
月
） 

時
　
間
　
８
時
30
分
〜
17
時 

場
　
所
　 

（
１
）
本
庁
２
階
町
民
ホ
ー
ル 

（
た
だ
し
、
土
、
日
曜
日

は
宿
直
室
） 

（
２
）
吾
北
総
合
支
所
１
階
事
務
室 

（
３
）
本
川
総
合
支
所
１
階
事
務
室 

登
録
対
象 

〈
選
挙
人
名
簿
〉 

　
昭
和
60
年
３
月
２
日
以
前
に
生

ま
れ
た
日
本
国
民
で
、
平
成
16
年

12
月
１
日
以
前
に
、
い
の
町
の
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
平
成

17
年
３
月
１
日
現
在
も
引
き
続
き
、

い
の
町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方 

〈
在
外
選
挙
人
名
簿
〉 

　
海
外
に
居
住
す
る
満
20
歳
以
上

の
日
本
国
民
で
、
現
住
所
を
管
轄

す
る
領
事
官
の
管
轄
区
域
内
に
引

き
続
き
３
ヶ
月
以
上
住
所
を
有
し

て
い
る
方
の
う
ち
、
平
成
６
年
５

月
１
日
以
降
に
、
い
の
町
（
旧
伊

野
町
・
旧
吾
北
村
・
旧
本
川
村
）

か
ら
海
外
へ
転
出
し
た
方
又
は
本

籍
地
が
い
の
町
（
旧
伊
野
町
・
旧

吾
北
村
・
旧
本
川
村
）
で
平
成
６

年
４
月
30
日
以
前
に
海
外
に
転
出

し
た
方
。 

　
な
お
、
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の

登
録
に
は
、
本
人
か
ら
の
登
録
申

請
が
必
要
で
す
。 選

挙
管
理
委
員
会 

選
挙
人
名
簿
及
び
在
外
選
挙
人 

　
　
　
　
　
　
　
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て 

男女共同参画コーナー 

自衛官採用試験実施のお知らせ  

問い合わせ先 自衛隊高知募集案内所　 823－2006 
総務課自衛官募集事務担当　 893－1113

　自衛隊幹部候補生学校で１年間学んだ後、自衛隊幹部の
３尉に任官し、部隊の指揮官・幕僚・教官・パイロット・
医官等として活躍します。防衛大や防衛医大卒の幹部と同
じ人事処遇を受けます。他県での受験も可能です。 

自衛隊幹部候補生（一般・技術・歯科薬剤） 

20歳以上26歳未満の男女 

（大学卒業程度の学力を有する者） 

４月４日（月）～５月１３日（金） 

５月２１日（土）・２２日（日） 

６月２１日（火）・２３日（木） 

７月２３日（土）～８月４日（木）（飛行要員のみ） 

種　　目 

資　　格 
 

受　　付 

１次試験 

２次試験 

３次試験 

 

内　　容 

 

募　　集　　要　　項 

      

　
昭
和
の
南
海
地
震
を
体
験
さ
れ

た
町
民
の
皆
様
に
当
時
の
体
験
談

や
記
録
写
真
等
を
募
集
し
ま
す
。 

　
地
震
の
予
兆
や
被
災
状
況
、
復

興
の
様
子
な
ど
に
つ
い
て
、
当
時

の
様
子
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

お
伺
い
し
た
体
験
談
等
に
つ
い
て

は
、
広
報
誌
等
で
町
民
の
皆
様
に

お
伝
え
し
、
21
世
紀
の
南
海
地
震

へ
の
備
え
に
活
か
し
ま
す
。 

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先 

　
総
務
課

８
９
３
―
１
１
１
３ 

　「男女共同参画社会」とは、どう

いうものかというお問い合わせがい

くつかありましたので、これから数

回にわたりご説明させていただきます。 

 

 

　「男女共同参画社会」とは、男性・

女性ということに関わらず、私たち

一人ひとりが人間として、また個人

として、その人権や個性が平等に尊

重され、あらゆる活動に自分の意志

で自由に参加したり、意志決定の場

に参画できる社会です。また、誰も

が性別によって役割を強制されたり

、生き方を制限されることなく、男

女が互いに尊重しあい、責任を分担

しあう社会です。 

　「参加」ではなく「参画」という

言葉には、「仲間に加わる」だけで

なく、物事の決定に至るまでの相談

や議論の場に加わり、「女性も男性

も主体的かつ平等に意志決定のでき

る社会を創り出そう」という姿勢が

打ち出されています。 

　平成１１年６月には、「男女共同参

画社会基本法」が成立しました。こ

の基本法の前文には「男女共同参画

社会の実現が２１世紀の我が国社会を

決定する最重要課題である」と位置

づけられています。 

男女共同参画社会とは？ 

南
海
地
震
体
験
談
を 

　
　
　
　
募
集
し
ま
す
。 

南
海
地
震
体
験
談
を 

　
　
　
　
募
集
し
ま
す
。 


